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・住民票上、本人または事実上婚姻関係と同様に認められる者に夫（未届）または妻（未届）の記載がな
　 いこと

寡婦（夫）控除の改正

・ひとり親控除に該当しない寡婦について、引き続き「寡婦控除」が適用されます（控除額26万円）。
・子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限（合計所得金額500万円以下）が設定されます。

ひとり親控除および寡婦控除（改正後）

扶養控除等の所得金額要件の見直し
・給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額要件等も見直されます。

調整控除の見直し
・合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

本人女性 死　別 離　別 未　婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円以下 500万円以下
生計を一にする子を有する 30万円 30万円 30万円
子以外の扶養親族を有する 26万円 26万円 ―
扶養親族なし 26万円 ― ―
ひとり親控除および寡夫控除（改正後）

本人男性 死　別 離　別 未　婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円以下 500万円以下
生計を一にする子を有する 30万円 30万円 30万円
子以外の扶養親族を有する ― ― ―
扶養親族なし ― ― ―
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